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１ 所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、全て報告済みとした。 

（１）滝川市農村環境改善センター条例及び滝川市郷土館条例の一部を改正する条例について 

（２）平成27年度一般会計補正予算について 

（３）滝川市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例について 

（４）滝川市水泳プール条例の一部を改正する条例について 

（５）平成27年度一般会計補正予算について 

（６）公の施設の指定管理者の指定について 

（７）平成27年度一般会計補正予算について 

（８）地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 

   の整備に関する条例について 

（９）職員の退職管理に関する条例について 

（10）議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条 

   例について 

（11）市議会等の調査に出頭した者等の費用弁償に関する条例及び滝川市農業振興条例の一 

   部を改正する条例について 

（12）行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 

（13）滝川市行政不服審査会条例について 

（14）滝川市平和都市宣言について 

（15）滝川市中央老人福祉センターのあり方検討市民会議の設置について 

 

２ 第１回定例会以降の調査事項について～別紙 

  別紙調査項目のとおりとすることに決定した。 

 

３ その他について 
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  なし。 

 

４ 次回委員会の日程について 

  正副委員長に一任することに決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 総務文教常任委員長  関 藤 龍 也  ○印 

 
1 



 

                    平成28年２月16日 2 

 3 

 滝川市議会議長 水 口 典 一 様 4 
                                              5 

 6 

                               滝川市長  前 田 康 吉 7 

 8 

   総務文教常任委員会への説明員の出席について 9 
 10 
 平成28年２月９日付け滝議第187号で通知がありました総務文教常任委員会への説明員の出席要求について、次 11 

の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 12 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えます。この場合、 13 

必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 14 
 15 

記 16 

 17 

 滝川市長の委任を受けた者 18 

総務部長      中 島 純 一 19 

総務部次長      高 橋 一 美 20 

総務部総務課長      鎌 田 清 孝 21 

総務部総務課長補佐     小 畑 力 也 22 

総務部総務課長補佐     橋 本 英 昭 23 

総務部総務課係長     壽 崎 行 洋 24 

総務部総務課係長     松 本 智 康 25 

総務部企画課長      深 村 栄 司 26 

総務部企画課秘書室係長     木 村 雅 人 27 

総務部公共施設マネジメント課係長    高 橋 伸 明 28 

総務部情報推進課長     杉 原 慶 紀 29 

総務部情報推進課長補佐     田 上 智 章 30 

市民生活部長      舘   敏 弘 31 

市民生活部次長      石 川 雅 敏 32 

市民生活部くらし支援課長      横 山 浩 丈 33 

市民生活部江部乙支所長                   岩 田   肇 34 

保健福祉部介護福祉課長     松 澤 公 和 35 

保健福祉部介護福祉課主幹    柳   圭 史 36 

保健福祉部介護福祉課係長    鈴 木 勝 敬 37 

 38 

 滝川市教育委員会教育長の委任及び滝川市長の委嘱を受けた者 39 

教育部長      田 中 嘉 樹 40 

教育部次長      河 野 敏 昭 41 

教育部学校教育課長     高 田 和 昌 42 

教育部学校教育課長補佐     西 村   浩 43 

教育部学校教育課係長     山 本 健 裕 44 

教育部学校教育課新しい学校づくり推進室長   鳩 山   稔 45 



 

教育部学校教育課新しい学校づくり推進室係長  原 田 瑞 絵 46 

教育部滝川西高等学校事務局事務長    法 村 幸 子 47 

教育部社会教育課長     景 由 隆 寛 48 

教育部社会教育課美術自然史館長    中 塚 智 勝 49 

 50 

 51 

 52 

                              （総務部総務課総務係） 53 



 

第10回  総 務 文 教 常 任 委 員 会 54 

 55 

                            日 時 平成28年２月18日（木） 56 

                                午後１時30分～ 57 

                            場 所 第一委員会室 58 

○ 開   会 59 

 60 

○ 委員長挨拶（委員動静） 61 

 62 

１ 所管からの報告事項について 63 

《市民生活部》 64 

（１）滝川市農村環境改善センター条例及び滝川市郷土館条例の一部を改正する条例について（資料）江部乙支所 65 

                                                                          美術自然史館 66 

《教育部》 67 

（２）平成27年度一般会計補正予算について             （資料）学校教育課 68 

新しい学校づくり推進室 69 

                                     滝川西高事務局 70 

（３）滝川市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例について（資料）学校教育課 71 

（４）滝川市水泳プール条例の一部を改正する条例について      （資料）社会教育課 72 

《総務部》 73 

（５）平成27年度一般会計補正予算について             （資料）情報推進課 74 

（６）公の施設の指定管理者の指定について             （資料）防災危機対策室 75 

（７）平成27年度一般会計補正予算について             （資料）総務課 76 

（８）地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の  （資料）総務課 77 

   施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 78 

（９）職員の退職管理に関する条例について             （資料）総務課 79 

（10）議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の （資料）総務課 80 

   一部を改正する条例について 81 

（11）市議会等の調査に出頭した者等の費用弁償に関する条例及び   （資料）総務課 82 

   滝川市農業振興条例の一部を改正する条例について 83 

（12）行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について（資料）総務課 84 

（13）滝川市行政不服審査会条例について              （資料）総務課 85 

（14）滝川市平和都市宣言について                 （資料）企画課 86 

（15）滝川市中央老人福祉センターのあり方検討市民会議の設置について（資料）公共施設マネジメント課 87 

 88 

２ 第１回定例会以降の調査事項について～別紙 89 

 90 

３ その他について 91 

 92 

４ 次回委員会の日程について 93 

 94 

○ 閉   会 95 
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第10回 総務文教常任委員会 96 

H28.２.18 (木)13：30～ 97 

第 一 委 員 会 室 98 

開  会 １３：２９ 99 

委 員 長 第10回総務文教常任委員会を開会いたします。 100 

 委員動静報告 101 

委 員 長 委員動静につきましては、全員出席。正副議長の出席をいただいております。 102 

傍聴として、舘内議員、山本議員、井上議員、小野議員、木下議員、東元議員 103 

が出席しております。 104 

 １ 所管からの報告事項について 105 

委 員 長 所管からの報告事項に入りますが、（15）以外が議案関連となっておりますので、 106 

ご留意願います。 107 

         市民生活部、（１）、滝川市農村環境改善センター条例及び滝川市郷土館条例の 108 

一部を改正する条例について説明を求めます。 109 

 （１）滝川市農村環境改善センター条例及び滝川市郷土館条例の一部を改正す 110 

る条例について 111 

岩田支所長 （別紙資料に基づき説明する。） 112 

委 員 長 説明が終わりました。 113 

 質疑ございますか。 114 

（なしの声あり） 115 

委 員 長 報告済みといたします。 116 

         教育部、（２）、平成27年度一般会計補正予算について説明を求めます。 117 

 （２）平成27年度一般会計補正予算について 118 

高田課長 （別紙資料に基づき説明する。） 119 

法村事務長 （別紙資料に基づき説明する。） 120 

委 員 長 説明が終わりました。 121 

         質疑ございますか。 122 

（なしの声あり） 123 

委 員 長 報告済みといたします。 124 

         （３）、滝川市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例について説 125 

明を求めます。 126 

 （３）滝川市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例について 127 

西村課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。） 128 

委 員 長 説明が終わりました。 129 

         質疑ございますか。 130 

（なしの声あり） 131 

委 員 長 報告済みといたします。 132 

         （４）、滝川市水泳プール条例の一部を改正する条例について説明を求めます。 133 

 （４）滝川市水泳プール条例の一部を改正する条例について 134 

景由課長 （別紙資料に基づき説明する。） 135 

委 員 長 説明が終わりました。 136 

         質疑ございますか。 137 

（なしの声あり） 138 

委 員 長 報告済みといたします。 139 
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         （５）、平成27年度一般会計補正予算について説明を求めます。 140 

 （５）平成27年度一般会計補正予算について 141 

田上課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。） 142 

委 員 長 説明が終わりました。 143 

         質疑ございますか。 144 

（なしの声あり） 145 

委 員 長 報告済みといたします。 146 

         （６）、公の施設の指定管理者の指定について説明を求めます。 147 

 （６）公の施設の指定管理者の指定について 148 

鎌田課長 （別紙資料に基づき説明する。） 149 

委 員 長 説明が終わりました。 150 

         質疑ございますか。 151 

（なしの声あり） 152 

委 員 長 報告済みといたします。 153 

         （７）、平成27年度一般会計補正予算について説明を求めます。 154 

 （７）平成27年度一般会計補正予算について 155 

鎌田課長 （別紙資料に基づき説明する。） 156 

委 員 長 説明が終わりました。 157 

         質疑ございますか。 158 

（なしの声あり） 159 

委 員 長 報告済みといたします。 160 

 （８）、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に 161 

伴う関係条例の整備に関する条例について説明を求めます。 162 

 （８）地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴 163 

う関係条例の整備に関する条例について 164 

小畑課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。） 165 

委 員 長 説明が終わりました。 166 

         質疑ございますか。 167 

（なしの声あり） 168 

委 員 長 報告済みといたします。 169 

         （９）、職員の退職管理に関する条例について説明を求めます。 170 

 （９）職員の退職管理に関する条例について 171 

小畑課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。） 172 

委 員 長 説明が終わりました。 173 

         質疑ございますか。 174 

清  水 条文の用語の意味をお聞きします。概要の５行目、普通地方公共団体の長の直 175 

近下位の内部組織の長とありますが、滝川市で言えば、どういった方を指すの 176 

か。また、下から３行目、国家行政組織法第21条第１項に規定する部長または 177 

課長に相当する職として、規則で定める者はどういった方を指すのか。それと、 178 

この文章を読んでいると上の４行で離職前５年間のそのことについて、離職後 179 

２年間は職務上の行為をするようにといったことができないということで、ま 180 

た、さらに内部組織の長等は、さらにその５年前よりも前ということで、より 181 

長い期間と読み取れるのですが、そのとおりなのか確認します。これは、結局、 182 

再就職者というのは、どんなところに再就職してもということではないと思う 183 
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のです。例えば、本州の会社に行って、建設部にいた人が関係のないクリーニ 184 

ング屋をしていたということで、よかれと思って建設部の人にこういうことを 185 

こうやったらいいのではないかとアドバイスをすることもだめなのか伺います。 186 

小畑課長補佐 文章がわかりにくいところがございますので、整理しますと、第１段落目の４ 187 

行に関しては、職員であった者がどんな職であっても、部長や課長に限らず、 188 

係長であっても、再就職した場合、その再就職というのは、一応民間企業、営 189 

利企業となっていますので、本州の会社であっても該当になりますが、退職し 190 

た職員が再就職した場合に、その退職した日から２年間は、自分が退職前５年 191 

間に自分がいた職場、職務に対して、あれをしてください、これをしてくださ 192 

いということについて、規制がかかりますということが規定されました。第２ 193 

段落目のほうは直近下位の内部組織の長、この内部組織の長は、長の直近下位 194 

のということになりますので、市長部局の部長と限定されます。等となってい 195 

ますが、法律上は内部組織の長とこれに準ずる者について、同じような取り扱 196 

いをしなさいということになっておりますので、この等については、規則のほ 197 

うで、部長と同じ立場の次長であったり、議会事務局長、監査事務局長など、 198 

いわゆる部長職の方々についても同様で、５年間は等しく適用されるのですが、 199 

部長職の方については、部長になったときから規制がかかるということで、５ 200 

年前の日より前に部長になっていれば、そこから５年前の日までかかります。 201 

あと５年間はみんなが等しくかかってくるということなので、その職に就いた 202 

ときから規制がかかるということになります。第３段落目、今回条例で定めた 203 

いとする部分は、それら部長と、国で言えば部長や課長に相当する職として、 204 

滝川市に置きかえたときにどうなのかというと、前段で部長たちに規制がかか 205 

るとして、法律の趣旨としては、部制をしいているところは、課長まで規制を 206 

かけるべきだという通知が出ていますので、この第３段落目で条例でもって、 207 

滝川市の課長職になったときから、５年前の日まで、例えば、７年前に課長に 208 

なっていれば、７年前から規制がかかるということを条例で定めたいというこ 209 

とで考えています。 210 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 211 

（なしの声あり） 212 

委 員 長 報告済みといたします。 213 

         （10）、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部 214 

を改正する条例について説明を求めます。 215 

 （10）議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を 216 

改正する条例について 217 

小畑課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。） 218 

委 員 長 説明が終わりました。 219 

         質疑ございますか。 220 

（なしの声あり） 221 

委 員 長 報告済みといたします。 222 

         （11）、市議会等の調査に出頭した者等の費用弁償に関する条例及び滝川市農 223 

業振興条例の一部を改正する条例について説明を求めます。 224 

 （11）市議会等の調査に出頭した者等の費用弁償に関する条例及び滝川市農業 225 

振興条例の一部を改正する条例について 226 

小畑課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。） 227 
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委 員 長 説明が終わりました。 228 

         質疑ございますか。 229 

（なしの声あり） 230 

委 員 長 報告済みといたします。 231 

         （12）、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、 232 

（13）、滝川市行政不服審査会条例について一括で説明を求めます。 233 

 （12）行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 234 

 （13）滝川市行政不服審査会条例について  235 

橋本課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。） 236 

委 員 長 説明が終わりました。 237 

         質疑ございますか。 238 

清  水 １ページ、（３）右の図で行政不服審査会等となっているのですが、この等とは 239 

どういう意味なのか、条例に記載されるのかなどについて伺います。 240 

 議会の位置づけですが、左が現行で、例えば、昨年の８月の下水道料金区分の 241 

異議申し立てがありましたが、あのときは、審査庁に異議申し立てをしたとき 242 

に市長は議会に諮問をしたということで、この現行の中では右の図のように諮 243 

問、答申は書かれていないので、現行では議会に対する諮問、答申というのは、 244 

図からは読み取れないのです。議会の位置づけはどのように変わるのか、お伺 245 

いします。 246 

 文言なのですが、（３）の３行目、口頭意見臨術とは一体何なのか。（４）の救 247 

済手段の充実・拡大の具体的な中身で、裁決時にあわせて申請認容処分をとる 248 

措置を新設、また申請拒否処分や不作為が違法・不当である場合とありますが、 249 

よくわからないのです。意味を伺います。 250 

橋本課長補佐 （３）の行政不服審査会等の等ですが、これは当然、国の行政処分に対しても 251 

適用されるものですから、国は国の行政不服審査会という名称のものにしてい 252 

ますが、地方公共団体では行政不服審査会という名称を用いなくてもよいとい 253 

うことから、そういった意味で等とつけているのかなと思います。真意を正確 254 

に解説はできないところです。恐らくそういう趣旨だと思われます。 255 

 議会の位置づけですが、昨年の不服申し立ての場合は、地方自治法に負担金や 256 

使用料についての不服申し立てがあった場合、議会に諮問しなさいという規定 257 

が特別法的にありましたので、現行の図にはないのですが、特例として諮問と 258 

いうことで、それが、今度どうなるかということは、法の中で別に法で定める 259 

諮問先がある場合は、行政不服審査会等ではなく、そちらに諮問しなさいとい 260 

うことで、行政不服審査会にはする必要はないということになります。そうい 261 

った意味では、ここは議会も含まれるということで、その等なのかもしれませ 262 

ん。 263 

 口頭意見臨術は誤字です。口頭意見陳述の間違いです。訂正願います。（４）の 264 

救済手段の充実・拡大ということで、米印が出ていますが、先ほどの不作為の 265 

場合は、諮問にかけないということで、そのまま諮問にかけるまでもなく、認 266 

容する。裁決が早まって、簡素化されるということです。申請について、不服 267 

申し立てがあった場合に認容すると、諮問なしにそのまま認容するということ 268 

で簡素化されたということです。 269 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 270 

（なしの声あり） 271 
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委 員 長 報告済みといたします。 272 

         （14）、滝川市平和都市宣言について説明を求めます。 273 

 （14）滝川市平和都市宣言について 274 

木村係長 （別紙資料に基づき説明する。） 275 

委 員 長 説明が終わりました。 276 

         質疑ございますか。 277 

（なしの声あり） 278 

委 員 長 報告済みといたします。 279 

         （15）、滝川市中央老人福祉センターのあり方検討市民会議の設置について説 280 

明を求めます。 281 

 （15）滝川市中央老人福祉センターのあり方検討市民会議の設置について 282 

高橋係長 （別紙資料に基づき説明する。） 283 

委 員 長 説明が終わりました。 284 

         質疑ございますか。 285 

本  間 市民会議の中の８番目の方、滝の川東地区連合町内会ライフサポート運営委員 286 

会事務局長ということで、このように並んでいる中で、何をされている方かわ 287 

からなので、この方について伺います。 288 

 今回、公共施設マネジメント課でこの案件を取り扱っているということは、こ 289 

の施設に対しては廃止なども含めて検討するという意味合いで考えているのか 290 

伺います。 291 

高橋係長 ライフサポート運営委員会の取り組みについては、詳細まではわかりませんが、 292 

高齢者の見守りや買い物代行、空き店舗を活用したコミュニティカフェ、さま 293 

ざまな地域住民の暮らしを支える活動をしている団体と理解をしています。 294 

 施設の廃止については、廃止を決定していこうというものではありません。今 295 

日の高齢者のライフスタイルに合わせた高齢者活動の活性化をまずは検討して 296 

いき、その結果、その形に合う新たなセンターのあり方というのをみんなで考 297 

えていこうということで、既存の施設が必ずしも今日的な形がベストではない 298 

のではないかという思いはあるのですが、単純に廃止をしていこうということ 299 

ではありません。 300 

本  間 11人の方がいて、公募委員が３人います。あと、老人クラブ連合会と社会福祉 301 

協議会の会長であるという中の１人がそういうコミュニティカフェの事務局長 302 

であるということになっているのですが、ただ、こうした活動をほかにされて 303 

いる集まりだとか、そういうところが全くない上でこの方を選んだのか、少し 304 

わからないので、どのような理由で選定されたのか伺います。 305 

高橋係長 会議の人選については、単純に施設のあり方を議論するのではなく、高齢者の 306 

活動の活性化を視野に入れた会議の設置であり、実際に会議の報告書提出の後 307 

にそれぞれの活動の活性化をしていく、そういう活動家の方々を中心にピック 308 

アップしています。そのためにこのような団体の方も参画いただいているので 309 

すが、ほかにそういった団体があるのか、ないのかは、例えば、いきいき百歳 310 

体操のサポーターなども候補に上がっています。ただ、百歳体操のサポーター 311 

は市内各地に100人を超える方がいますので、実は公募の中では中央老人福祉セ 312 

ンターの近くにある二黄会館、朝日町地区福祉ホーム、その２施設で活動され 313 

ているサポーターの方に声かけさせていただいた中で、公募委員として２人の 314 

方が参画されています。そのような形での人選であるということです。 315 
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本  間 なぜ、このようにこだわっているかというと、できればそういう活動をされて 316 

いる方が幾つかの角度から見ていただくということが重要なのだと思うのです。 317 

とにかく老人クラブ連合会の方が、多数を占めていて、社会福祉協議会の方が 318 

１人で、あと、実際にそういう自主的に活動されている方が、今野さんだけと 319 

いう、公募委員の方もそうなのでしょうが、そういうことで、本当に今言って 320 

いることがきちんと議論されるのかということが気になります。最近、ベルロ 321 

ードにリボーンというものがあります。そうした活動も活発化している中で、 322 

取り込むべきこともほかにあるのではと思うのですが、多分、公募委員の中で 323 

埋めようとされたのでしょうが、このメンバーを変える可能性はあるのでしょ 324 

うか、公募委員の中にはどれだけそういう方がいるのか伺います。 325 

高橋係長 今、おっしゃられた方々も候補としておられたかと思います。今回の会議につ 326 

いては、今のところこのメンバーで進めさせていただきまして、その後の実際 327 

に新たな検討組織の中では、また、委員の入れかえなど検討させていただきた 328 

いと考えています。 329 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 330 

柴  田 本間委員と同じ疑問なのですが、目的を読むと、一番下に総務部公共施設マネ 331 

ジメント課と保健福祉部介護福祉課と書いてあるのですが、要するに今の公共 332 

施設マネジメント課の説明だとこの後も新たな高齢者活動の活性化云々という 333 

話もされている。しかし、目的のところを見ると、施設の老朽化云々とありま 334 

す。非常にはっきりしているのです。ですから、これは、何をしようとしてい 335 

るのかというところが、実は全く伝わってこなくて、それで、第２回の３月上 336 

旬の勉強会は公共施設老朽化問題とその対策なのです。これを本間委員が言っ 337 

たように老人クラブ連合会の会長、副会長、総務部部長、娯楽部部長、保健体 338 

育部部長が多数を占める市民会議で、何をどう議論するかということも含めて、 339 

全く伝わってこないのですが、そこら辺をもう少ししっかりとした説明をしな 340 

いとこの組織は一体何をする組織なのだというところが、わからないのです。 341 

もう一度本間委員の最初の質疑のところを、再度質疑させていただく。 342 

高橋係長 今回の会議で施設の老朽化を取り上げております。現状でも既存の施設につい 343 

て、ユニバーサルデザイン化も不十分ですし、設備的にも耐用年数を迎えると 344 

ころも多数あります。施設の大規模な更新投資や修繕投資が間近に迫っている 345 

ことから、改めて、この施設がどうあったらいいのか、滝川市内の公共施設マ 346 

ネジメントの中で全ての施設を維持していくのは困難であることから、今回こ 347 

の施設についても皆さんで改めて議論していこうと考えているところです。 348 

柴  田 改修するに当たって、どのようなものにしていくかということをここで、検討 349 

していくのだということであれば、納得いくのです。どうもそうではない気が 350 

するのと、本当に中央老人福祉センターをこれからの時代、どうしていくのだ 351 

といったときにお年寄りだけがそこに集まるものにしていいのか、どうなのか 352 

という根本的な議論がなされないと、どうもこの人選は納得できない。あくま 353 

で老人クラブの新たな活動の場所のようなものではなく、３世代でも、４世代 354 

でも集って、お年寄りが楽しく時間を使っていけるようないろんなことを中央 355 

老人福祉センターを中核としてやっていくという一つのそういうものをつくる 356 

ということであれば、それはそれでわかるのですが、どうしてこうした人選に 357 

なるのかという本間委員の話に落ち着いてしまうのです。そこら辺はもう少し 358 

詰めてやっていく必要性があるのではないかと思いますが、このことについて 359 
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お伺いします。 360 

高橋係長 まず、改修を現地でそのままするのかということですが、この会議の設置目的 361 

の中にもありますが、老人福祉センターの設置目的に関しては、無料または低 362 

額な料金で老人に関する各種相談に応ずるとともに老人に対して健康の増進、 363 

教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的 364 

としている施設であるということで、柴田委員がおっしゃったとおり、単にお 365 

年寄りが集まる場所ではないというのは、私たちも考えております。また、そ 366 

ういう３世代が集える場所というのは、現状でもコミュニティセンターであっ 367 

たり、一方では、コミュニティセンターの学校への集約なども検討が進められ 368 

ていますが、そういう場も別に確保していく必要があると思っています。セン 369 

ターとサテライトの役割分担だと思うのですが、センターの部分というのは、 370 

どういう機能を持っていて、どういう施設がいいのかということを考えていき 371 

たいということです。 372 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 373 

渡  邊 中老センターのあり方で、市民会議という名称自体、かなりウエートが大きい 374 

のではないかと思います。このメンバーでやるのであれば、単純にクラブのメ 375 

ンバーであり方を検討すれば十分機能が果たされるかと思います。実際に使っ 376 

ているメンバーで中老センターのあり方を議論すれば済む話なのではないかと 377 

思いますが、高橋係長のストックマネジメントはその施設のあり方というより、 378 

今後どういう方向性を持って、あるべき姿というものを示していけばいいので 379 

はないかと思うのです。そこをこういう市民会議でオブザーバーをつけて、少 380 

し大きくなり過ぎで、本当に議論ができるのかと思うのですが、取り組みの仕 381 

方として、介護が入ってくるということで、これは老人クラブのメンバーだか 382 

らそういうことも必要だとして、活動の内容を重視するのも重要ですが、実際、 383 

クラブ全体のメンバーでどのような議論が出るのか、そこをまずつかんであり 384 

方を進めていくべきだと思うのですが、いかがですか。 385 

高橋係長 中央老人福祉センターについて、もちろん今の高齢者、老人クラブの加入率の 386 

低下や高齢化の進展の部分として、活動にも課題があり、その活動の拠点であ 387 

る施設がどうあれば、より活性化するのかということを会議の視点においてい 388 

ます。そして、老人クラブ連合会の方は６人ということで、その方々が今後の 389 

既存の老人クラブ活動にとらわれない、いわゆる団塊の世代とのマッチングや 390 

若い世代、大学とのマッチングといったものを視野に入れながら、今後の活動 391 

のあり方と活動の拠点の場所を検討しようという会議で、こちらへ動かすだと 392 

かというだけの議論ではなく、活動自体を見直したいということです。 393 

渡  邊 そうであれば、中老センターそのものの運営委員会やそのようなメンバーでど 394 

のようなことが本当にできるのか。加入率については、地域ごとにいろいろな 395 

老人クラブがありますが、低いというのは認識しています。それは、地域ごと 396 

の中で話し合えば済むもので、市老連という一つの頭があるかもしれませんが、 397 

ストックマネジメントを抜いた話になるかもしれません。そちらにも波及する 398 

ようなテーマなのかなと思うのですが、本当にストックマネジメントをこのよ 399 

うにしたいということを強く出さないと、ただ老人クラブのあり方だけを論ず 400 

るような感じがするのです。もう少しストックマネジメントの趣旨を中老セン 401 

ターのメンバーに説明する必要があるかと思いますが、いかがですか。 402 

高橋部次長 公共施設マネジメント計画においては、公共施設は単純に廃止をしていくこと 403 



- ８ - 

 

ではなく、公共施設自体をより有効に使う、そのためにはどうしたらいいのか、 404 

ということを基本的に考えていくというのが、公共施設マネジメント計画であ 405 

り、やはり今、老朽化している施設をそのまま置いておくと、中央老人福祉セ 406 

ンターについても修繕等にかなりの費用がかかることが想定されます。これは、 407 

このままにしていくわけにはいかないということが、当然にあるということで、 408 

そのあたりも含めて、利用者の方にご理解をいただいて、それ以上に今単に使 409 

われていることが、本当に高齢者の今のライフスタイルに合っているのか、ど 410 

うなのかそういう部分も含めて、議論をしていただいた上で、中央老人福祉セ 411 

ンターのあり方というものを高齢者政策という大きな視点の中で見て、そこを 412 

議論をしていただくということになっていくのだと思っています。公共施設マ 413 

ネジメントは単純に廃止をすればよいということではないということをご理解 414 

いただきながら、どうしたらより有効な使い方でより複合的な施設ができるの 415 

か、よりコストパフォーマンスのよい施設になるのか、そういうことを含めて、 416 

議論していく必要があると思っています。 417 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 418 

清  水 これまで発言された委員に共通する点として、市民会議の委員がこれでよいの 419 

かという疑念について、私も同感なのです。第１回の日をおくらせて、委員の 420 

選定をし直すということはできないのかお聞きします。ポイントが非常に絞ら 421 

れていない。いきなり公共施設老朽化問題を議論する。これは非常に技術的な 422 

問題なのです。この方たちがこの問題を果たして議論するに適した方たちなの 423 

か、よくわからないのです。この施設をずっと使うのにこれだけかかるのです 424 

が、どうでしょうかと。こことここだけ直しましょうという話をするのであれ 425 

ばいいのだけれども、今、次長が言われたように単純に廃止するわけではない 426 

と、既に廃止が何らかの形でかなり大きな方向として構想にある中でこういう 427 

話をするというのは、この方々は余り適していないと思うのです。さらに第８ 428 

回のエリアの活性化方策とか、第４回の行政と個人をつなぐとかになると、こ 429 

れは老人クラブ連合会が６人も出て、話すようなことではないのです。本当に 430 

さまざまな立場の方が参加する。今回の介護保険の総合事業で先ほど質疑した 431 

ばかりですが、介護に移行しない、健康な高齢者の生活を守っていくという視 432 

点で言えば、保健、医療、そういった分野の専門家も１人くらいは入っていな 433 

いとだめだろうということで、第１回の日をおくらせられないのかということ 434 

です。 435 

高橋部次長 報告をさせていただいている中で既に会議の案内、会議のセットを進めている 436 

ということもあり、現実に今、中央老人福祉センターをお使いの方というもの 437 

を主眼に入れて進めさせていただきたいということで、委員を選んでおります 438 

ので、これについては、先ほどもご説明しましたが、今後、この委員会で出た 439 

話が、次に活動というものにつながっていくような組織づくりもしていきたい 440 

と考えておりますので、そういう意味で施設を使っている方、実践活動をされ 441 

ている方を中心に選ばせていただきました。この会議を進めながら、実際にど 442 

う動いていくかというときにはいろいろな考え方が出てくるのかなと思います 443 

ので、そういうことも含めて会議の状況等も委員会にご報告しながら、進めさ 444 

せていただきたいと思っています。 445 

清  水 22日なので、既に案内を発送しているということですが、この方々には大変失 446 

礼だということで、それについては理解しないわけではないのですが、そうで 447 
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あっても、こういう意見が出たので、老人クラブ連合会の人数を減らしてくれ 448 

ないか、その分多様な方に入っていただけないかという、連合会が６人なんて、 449 

このような委員会は非常識だと思うのです。連合会の中で調整していただけれ 450 

ばよい話なので、そんなに失礼な話ではないと思うのです。それをもう一回再 451 

考する考えはないのか伺います。 452 

 こういうメンバーでよいというのは、総務部、保健福祉部がまたがった話なの 453 

で、全体をこのような方向でよいと副市長あるいは市長に確認しているのか、 454 

委員構成を決めてよいのか、最終的に判断する流れを伺います。 455 

高橋部次長 このあり方の検討をする市民会議の設置について、理事者の決裁を得た上で進 456 

めさせていただいているところです。 457 

高橋係長 老人クラブ連合会６人が多いということですが、連合会の役員の皆さんの中で 458 

は、現状の老人クラブの解散が続いている中で、非常に危機感を抱いている方 459 

が多くいまして、こういう活動の新たな見直しの機会というのは大事だとおっ 460 

しゃっていただいています。これから、この新しい仕組みを老人クラブ連合会 461 

の皆さんでつくっていくのに、皆さんでいろいろと中身を確認していくという 462 

ことで、６人の方が参画いただいているということになっております。 463 

清  水 老人クラブの先行きに対して不安を抱いているということを言われましたが、 464 

それと中央老人福祉センターの問題というのは、全く別問題なのです。中老セ 465 

ンターを利用されている方で、老人クラブに入っていない方はたくさんいます。 466 

老人クラブに入っていない高齢者の方を逆に入れなければだめだという話にな 467 

るのです。老人クラブのこれからということであれば、別の会議でやればいい 468 

ことなのではないですか。やろうとしていることと人選がどうも合っていない 469 

と思うのですが、いかがですか。 470 

高橋係長 私たちとしても中央老人福祉センターの利用者にぜひ入ってほしいと声かけを 471 

させていただいております。その結果、残念ながら、１人の方しか参加されな 472 

かった。11番の方です。何人か候補者が出てきたのですが、最終的に辞退され 473 

たりで、その部分は私たちとしても非常に残念な結果でした。 474 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 475 

（なしの声あり） 476 

委 員 長 報告済みといたします。 477 

 ここで、発言の訂正があります。 478 

橋本課長補佐 先ほどの行政不服審査法の清水委員からの質疑に対する答弁について、訂正さ 479 

せていただきます。 480 

 最後に質疑のありました救済手段の充実・拡大の文の意味ですが、これに関し 481 

ては、申請に対する拒否、申請をしても受け付けない、あるいは一向に返事を 482 

しないといった場合にそれが違法、不当であるとき、さらに踏み込んでその申 483 

請の内容については、一定の処分を下すべきであるということまで含めて、裁 484 

決に含めるという制度を加えたということです。 485 

 ２ 第１回定例会以降の調査事項について～別紙 486 

委 員 長 ２、第１回定例会以降の調査事項については、別紙のとおりと確認してよろし 487 

いですか。 488 

（異議なしの声あり） 489 

委 員 長 それでは、そのように決定いたします。 490 

 ３ その他について 491 
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委 員 長 委員から何かありますか。 492 

（なしの声あり） 493 

委 員 長 事務局から何かありますか。 494 

（なしの声あり） 495 

 ４ 次回委員会の日程について 496 

委 員 長 次回委員会の日程につきましては、正副委員長に一任願えますか。 497 

（異議なしの声あり） 498 

委 員 長 以上で第10回総務文教常任委員会を閉会いたします。 499 

閉  会 １５：０４ 500 

 501 


